
伊
予
守
藤
原
為
任

一
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
1

寺
　
内

浩

は
　
じ
　
め
　
に

　
藤
原
平
調
は
、
大
納
言
藤
原
済
時
の
男
で
、
弁
官
・
蔵
人
を
経
て
、
三
条
朝
の
長
和
三
年
（
一
〇
↓
四
）
伊
予
守
に
な
っ
た
。
伊
予
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
国
で
、
受
領
収
入
が
多
い
た
め
、
当
時
は
天
皇
や
摂
関
と
関
係
の
深
い
者
が
多
く
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
　
従
っ
て
、
一
般
の
受
領
に
と
っ

て
は
伊
予
守
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
為
任
は
三
条
天
皇
の
皇
后
城
子
の
兄
弟
で
、
皇
后
宮
亮
と
な
っ

て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
伊
予
守
に
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
条
高
に
お
け
る
天
皇
と
左
大
臣
藤
原
道
長
と
の
確
執
は
有
名
で
あ
り
、
人
事
な
ど
多
く
の
面
で
両
者
が
対
立
し
た
。
道

長
と
天
皇
は
叔
父
と
甥
の
関
係
に
あ
っ
た
が
、
皇
后
城
子
の
立
后
の
日
に
道
長
が
女
の
中
宮
諸
子
の
入
内
を
強
行
し
て
立
后
を
妨
害
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
、
両
者
は
終
始
険
悪
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
外
孫
の
皇
太
子
玉
成
親
王
（
後
の
後
一
条
天
皇
）
の
即
位
を
急
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

道
長
の
た
め
に
三
条
天
皇
が
眼
病
の
悪
化
も
あ
っ
て
譲
位
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
条
朝
に
お
い
て
は
天
皇
と
道
長
が
対
立
・
緊
張
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
で
も
そ
う
し
た
こ
と
が
強
調

八
三
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さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
両
者
が
ど
の
程
度
政
治
権
力
を
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
分
析
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
受
領
人
事
を
中
心
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
前
回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当

時
の
受
領
人
事
は
権
力
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
、
受
領
人
事
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
政
治
権
力
の

一
端
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一

　
藤
原
手
任
の
父
済
時
は
左
大
臣
師
号
の
男
で
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
に
参
議
と
な
り
、
の
ち
大
納
言
に
至
っ
た
が
、
長
徳
元
年
（
九

九
五
）
に
没
し
た
。
そ
の
女
城
子
は
天
禄
三
年
に
生
ま
れ
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
東
宮
垂
髪
親
王
と
結
婚
し
、
そ
の
間
に
は
小
一
条
院

敦
明
親
王
・
敦
儀
親
王
・
古
平
親
王
な
ど
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
他
済
時
の
子
に
は
通
任
が
い
る
。
通
任
は
天
延
元
年
（
九
七
三
）
生

ま
れ
で
、
侍
従
・
右
少
将
・
東
宮
亮
な
ど
を
経
て
、
三
条
天
皇
即
位
に
よ
り
蔵
人
頭
と
な
り
、
の
ち
参
議
か
ら
権
中
納
言
に
至
っ
て
い
る
。

　
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
六
月
、
一
条
天
皇
の
譲
位
に
よ
り
東
宮
居
貞
親
王
が
即
位
し
て
三
条
天
皇
と
な
っ
た
が
、
母
で
道
長
の
姉
に

あ
た
る
誤
読
と
は
天
皇
が
七
才
の
時
に
死
別
し
、
父
冷
泉
上
皇
も
即
位
直
後
に
死
去
し
た
。
そ
し
て
、
城
子
の
父
雪
吊
も
す
で
に
な
く
、

天
皇
に
は
有
力
な
後
見
者
が
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
左
大
臣
道
長
は
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
が
、
そ
の
娘
彰
子
が
生
ん
だ
敦
成
親
王
を
東

宮
に
立
て
、
外
孫
を
早
く
即
位
さ
せ
る
た
め
に
三
条
天
皇
に
圧
力
を
か
け
、
そ
の
た
め
両
者
の
間
に
軋
礫
が
生
じ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
あ
る
。
公
卿
の
多
く
も
道
長
に
従
い
、
城
子
立
后
と
中
宮
思
子
の
入
内
が
同
日
に
行
わ
れ
た
時
に
は
、
立
后
儀
に
参
じ
た
の
は
実
資
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

懐
平
・
隆
家
・
通
任
の
四
人
の
み
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

　
為
任
は
こ
う
し
た
政
治
状
況
の
な
か
で
長
和
三
年
正
月
に
伊
予
守
と
な
る
の
だ
が
、
城
子
の
兄
弟
で
皇
后
宮
亮
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し



た
三
条
天
皇
に
よ
る
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
任
官
は
道
長
の
意
向
に
反
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　
『
小
右
記
』
長
和
元
年
六
月
一
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
（
前
略
）
一
日
左
府
有
二
落
書
一
云
々
、
民
部
大
輔
為
野
景
二
陰
陽
師
五
人
一
令
二
呪
咀
一
之
由
云
々
、
其
事
在
野
泉
国
之
珠
十
方
宿
祢
知
行

云
々
（
後
略
）
。

　
道
長
は
こ
の
月
の
初
め
か
ら
病
の
床
に
つ
き
、
一
旦
回
復
し
た
も
の
の
再
発
し
、
一
五
日
に
は
一
上
の
こ
と
を
右
大
臣
顕
光
に
執
行
さ

せ
る
事
態
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
な
か
で
為
任
に
よ
る
呪
誼
事
件
が
発
覚
す
る
の
で
あ
る
。
事
件
の
真
偽
や
そ
の
後
の
経
過

は
不
明
だ
が
、
三
条
天
皇
と
道
長
の
対
立
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
小
右
記
』
同
士
〇
日
盛
に
は
、
道

長
の
病
を
喜
ぶ
公
卿
と
し
て
、
道
綱
、
実
資
、
住
家
、
懐
平
、
通
任
の
五
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
四
月
の
城
子
の
立
后
儀
に
加
わ
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
道
長
が
城
子
兄
弟
を
敵
対
督
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
為
任
と
道
長
の
対
立
は
、
為
任
の
伊
予
守
就
任
後
の
長
和
三
年
一
一
月
に
再
び
表
面
化
す
る
。
こ
の
月
東
宮
敦
成
親
王
の
御
事
書
始
が

行
わ
れ
た
の
だ
が
、
道
長
は
算
博
士
に
腹
心
で
四
位
博
士
の
前
伊
予
守
藤
原
広
業
を
あ
て
る
予
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
伊
予
守
為
任

は
不
与
解
由
状
の
不
提
出
と
い
う
妨
害
を
行
い
、
そ
の
た
め
道
長
は
や
む
な
く
算
博
士
を
五
位
博
士
の
大
江
挙
用
に
変
更
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
及
び
道
長
の
為
任
に
対
す
る
怨
恨
が
尋
常
で
な
か
っ
た
様
子
を
『
小
右
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

　
（
前
略
）
初
定
以
・
式
部
大
輔
広
茎
可
・
為
・
御
博
‡
、
而
未
・
関
・
本
半
里
還
・
、
輝
価
左
府
以
・
権
大
納
言
書
、
令
・
送
・
新
司
為
任

許
一
、
ロ
ハ
奉
二
半
由
一
、
其
後
被
・
遣
二
使
者
一
、
被
・
召
二
不
与
世
一
、
不
承
従
一
、
価
三
二
挙
周
一
為
二
御
博
士
一
、
昨
今
相
府
云
、
東
宮
御
書
始
、

為
二
身
之
無
極
大
事
一
、
触
二
宮
之
巨
細
事
一
、
已
欲
・
粉
・
身
、
而
挙
周
錐
・
為
二
学
士
一
、
身
為
二
五
品
一
、
昌
吉
二
広
業
一
可
・
為
二
御
博
士
「
、

伊
予
守
藤
原
為
任
一
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
1
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無
こ
状
隅
一
者
、
不
レ
可
レ
下
二
解
由
一
、
又
以
二
未
与
薬
人
一
蓋
レ
可
レ
為
二
御
博
士
一
、
事
三
二
大
節
一
所
二
思
遣
［
也
、
而
一
切
不
二
承
引
一
、
依
・
無
二

会
釈
一
、
深
欲
二
相
恨
一
、
所
レ
被
レ
吐
層
々
、
不
・
可
二
重
記
尽
一
、
為
二
賊
乱
朝
臣
一
可
レ
置
・
前
之
事
、
令
レ
戒
二
子
孫
一
之
由
、
再
三
被
二
披
陳
｝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

多
有
二
驚
レ
耳
之
御
詞
等
［
（
後
略
）
。

　
為
任
の
伊
予
守
任
官
が
三
条
天
皇
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
道
長
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
た
が
、
三
条
天
皇
に
よ
る
受
領
人
事
は
他
に
も
い
く
つ
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
1
は
、
三
条
天
皇
が
即
位
し
た
寛
弘
八
年
六
月
か
ら
、
道
長
が
摂
政
に
准
じ
て
除
目
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
長
和
四
年
一
〇
月
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
間
に
、
受
領
に
任
じ
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
任
じ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
者
の
一
覧
で
あ
る
。
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任
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名
国

和
内
泉
津
賀
勢
勢
張
河
江
河
豆
斐
房
総
陸
江
濃
濃
野
奥
羽
前
賀
登
後
波
後
馬
幡
書
岐
磨
作
前
中
後
門
路
波
岐
予
前
後
摩
大
河
和
摂
伊
伊
伊
尾
参
遠
駿
伊
甲
安
下
常
近
美
信
上
陸
出
越
加
能
越
丹
丹
但
因
伯
隠
播
美
備
備
備
長
淡
阿
讃
伊
筑
豊
薩

名
氏

昌
政
元
光
通
重
忠
国
タ
重
孝
範
任
棟
重
時
憲
光
則
輔
仲
茂
隆
職
房
経
通
任
義
貞
頼
重
孝
隆
理
光
長
家
親
方
政
任
済
理
孝
保
為
朝
佐
信
俊
孝
経
中
忠
忠
輔
保
時
貴
維
惟
頼
公
定
貞
宣
安
政
実
信
雅
惟
為
忠
致
時
説
則
景
知
師
有
頼
頼
済
為
道
孝
頼
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原
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原
　
原
　
原
　
原
原
藤
善
藤
藤
藤
源
藤
橘
藤
源
源
永
源
大
惟
平
藤
源
藤
藤
藤
大
藤
源
藤
藤
源
藤
橘
源
紀
藤
藤
橘
大
藤
藤
藤
源
藤
源
藤
源
藤
藤



　
こ
の
う
ち
三
条
天
皇
の
意
向
に
よ
る
受
領
人
事
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
為
書
の
他
に
藤
原
朝
元
（
和
泉
）
、
源
保
任

（
甲
斐
）
、
源
忠
貞
（
因
幡
）
、
紀
致
頼
（
伯
書
）
の
四
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
藤
原
二
元
は
三
条
天
皇
の
即
位
時
に
六
位
蔵
人
と
な
り
、
叙
爵
後
長
和
四
年
に
和
泉
守
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

九
月
の
摂
津
守
の
除
目
で
申
文
を
提
出
し
た
が
撰
ば
れ
ず
、
翌
年
正
月
に
よ
う
や
く
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
た
。
朝
月
の
父
実
方
は
師
サ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
で
あ
る
が
、
父
定
時
が
早
大
し
た
た
め
叔
父
の
済
時
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
三
条
皇
后
城
子
は
朝
元
の
叔
母
に
あ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
三
条
天
皇
の
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
男
の
師
経
は
小
一
条
院
判
官
代
に
な
っ
て
い
る
。

　
源
保
任
は
長
和
二
年
正
月
に
五
位
蔵
人
と
な
り
、
翌
年
甲
斐
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
に
美
作
守
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

長
元
九
年
に
は
讃
岐
守
と
み
え
て
い
る
。
彼
は
三
条
天
皇
の
乳
母
子
で
あ
り
、
五
位
蔵
人
に
な
っ
た
時
、
道
長
は
「
乳
母
子
脚
注
」
と
記

し
て
い
る
。

　
源
忠
貞
は
三
条
天
皇
即
位
時
に
六
位
蔵
人
と
な
り
、
叙
爵
後
長
和
元
年
に
因
幡
守
と
な
っ
た
。
『
小
右
記
』
長
和
四
年
一
二
月
二
五
日

条
に
は
「
主
上
被
レ
仰
二
因
幡
守
忠
貞
延
任
事
｝
、
其
仰
尤
切
云
々
」
と
あ
り
、
譲
位
直
前
に
三
条
天
皇
が
忠
貞
の
延
任
を
道
長
に
要
請
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

て
い
る
。
忠
貞
は
敦
明
親
王
の
東
宮
大
進
も
つ
と
め
て
い
る
。
忠
貞
は
源
致
治
の
男
だ
が
、
平
癒
仲
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
平
々
仲
は

三
条
天
皇
の
父
冷
泉
天
皇
の
蔵
人
か
ら
、
譲
位
後
は
院
判
官
代
と
な
っ
て
お
り
、
忠
貞
が
三
条
天
皇
の
蔵
人
に
な
っ
た
の
は
こ
う
し
た
関

係
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
匹
敵
頼
は
正
暦
四
年
正
月
に
東
宮
蔵
人
と
な
っ
て
お
り
、
三
条
天
皇
に
は
東
宮
時
代
か
ら
仕
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
三
条
天
皇
即
位
と

と
も
に
六
位
蔵
人
に
な
り
、
叙
爵
の
後
長
和
二
年
に
伯
老
日
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
藤
原
朝
命
、
源
保
任
、
源
忠
貞
、
紀
剛
体
の
四
人
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
即
位
以
前
か
ら
三
条
天
皇
と
関
係
の
あ
っ
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

で
あ
り
、
受
領
に
任
じ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
三
条
天
皇
の
力
が
大
き
く
働
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
藤
原
朝
元
、
源
忠
貞
、

伊
予
守
藤
原
為
任
－
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
1

八
七



八
八

紀
要
頼
の
三
人
は
六
位
蔵
入
か
ら
叙
爵
後
受
領
に
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
蔵
人
巡
に
よ
る
受
領
任
官
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
条
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

三
条
朝
の
六
位
蔵
人
が
受
領
に
な
る
ま
で
に
何
年
を
要
し
た
か
を
調
べ
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
藤
原
朝
元
、
源
忠
貞
、
紀
致
頼
の
三
人
は
蔵
人
を
辞
し
た
後
三
年
、
一
年
、
二
年
で
受
領
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
ほ

と
ん
ど
の
六
位
蔵
人
は
受
領
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
短
期
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ワ

受
領
に
な
っ
た
者
も
い
る
が
、
彼
ら
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
道
長
な
ど
有
力
者
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

故
に
、
藤
原
朝
元
、
源
忠
貞
、
紀
致
頼
の
受
領
任
官
が
蔵
人
巡
に
よ
る
も
の
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
受
領
に
な
る
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ロ

期
間
の
短
さ
は
彼
ら
の
受
領
任
官
が
三
条
天
皇
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
以
上
、
三
条
天
皇
主
導
の
受
領
人
事
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
次
の
摂
津
守
を
め
ぐ
る
三
条
天
皇
と
道
長
の
対
立

も
三
条
天
皇
が
自
己
の
意
志
を
押
し
通
し
た
事
例
と
い
え
よ
う
。

　
（
前
略
）
右
金
吾
懐
、
密
々
云
、
勅
語
云
、
大
将
為
レ
吾
有
二
用
意
一
之
人
皆
、
冊
所
二
相
示
一
也
、
摂
津
守
佐
光
可
二
辞
退
一
云
々
、
以
二
右

2表

期間氏名
　
年
　
内
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
内
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内

　
8
　
以
　
　
　
　
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
以
　
　
　
　
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以

年
一
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

7
5
6
8
5
5
8
1
0
1
0
1
8
1
0
5
9
9
8
1
0
8
1
0
1
6
1
5
1
3
3
1
6
1
1
9
2
6
5
1
0
6
1
6
1
3
1
4
7
1
1
1
9
1
5
1
4
8
1
0
6
3
1
1
3
8
3

直
澄
理
祐
光
サ
相
政
義
経
義
政
経
公
光
弘
仕
業
正
サ
貞
隆
標
号
済
生
佐
任
輔
光
周
業
政
業
任
国
耳
順
通
信
祐
任
佐
信
信
敏

挙
兼
帰
朝
昇
華
遠
早
朝
通
　
済
信
輔
則
方
泰
広
行
中
頼
則
孝
忠
道
隆
定
頼
定
則
軽
爆
庶
資
惟
頼
季
成
義
章
頼
登
隆
永
主
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行

原
　
江
原
原
原
　
原
　
原
　
　
原
原
　
　
原
原
原
原
　
　
原
　
　
草
原
原
原
原
江
原
原
原
尿
　
原
階
　
原
県
外
高
原
　
階

藤
野
大
藤
藤
藤
源
藤
平
藤
平
源
藤
藤
橘
源
藤
藤
藤
藤
源
黒
煙
源
源
藤
藤
藤
藤
藤
大
藤
藤
本
藤
本
藤
高
橘
藤
藤
藤
藤
藤
源
高



馬
頭
頼
親
一
可
・
任
之
由
左
大
臣
可
レ
挙
云
々
、
頼
親
者
住
二
選
国
一
、
所
領
太
多
、
如
二
土
人
一
、
先
年
大
宮
院
男
時
、
以
二
維
衡
一
被
・
任
二
伊

勢
守
一
、
二
二
彼
国
之
住
人
一
男
レ
任
、
左
大
臣
彼
銀
雪
諦
、
吾
為
二
儲
弐
一
之
間
、
而
以
二
頼
親
「
挙
二
摂
津
守
一
、
相
二
同
維
馬
事
一
、
若
挙
二
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

親
一
、
欲
レ
仰
二
此
趣
一
、
抑
聞
二
大
将
之
奏
報
一
可
レ
仰
也
者
、
奏
二
仰
旨
尤
道
理
由
一
、
留
袖
少
々
絶
望
冥
加
奏
一
了
（
後
略
）
。

　
道
長
が
か
つ
て
平
群
衡
の
伊
勢
守
任
官
を
「
彼
国
之
住
人
」
と
い
う
理
由
で
反
対
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
回
は
「
住
二
彼
国
一
、
所
領

太
多
、
如
二
土
人
一
」
の
源
頼
親
を
摂
津
守
に
し
ょ
う
と
し
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
三
条
天
皇
と
対
立
し
た
の
だ
が
、
結
局
頼
親
は
摂
津
守

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
最
終
的
に
は
道
長
が
自
己
の
意
見
を
撤
回
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
条
天
皇
は
自
己
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
受
領
人
事
を
そ
れ
な
り
に
行
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
三
条
天
皇
は
受
領
人
事

に
関
し
て
は
一
定
度
の
権
力
行
使
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

　
前
節
で
は
三
条
天
皇
主
導
の
受
領
人
事
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
一
方
で
三
条
朝
に
は
道
長
主
導
の
受
領
人
事
も
み
ら
れ
る
。
表
1

に
み
え
る
藤
原
保
昌
（
大
和
）
、
藤
原
佐
光
（
摂
津
）
、
藤
原
比
比
（
近
江
）
、
藤
原
公
則
（
信
濃
）
、
橘
為
義
（
但
馬
）
、
導
爆
政
（
讃
岐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

が
そ
れ
で
あ
る
。
前
廊
で
道
長
が
そ
の
家
司
を
多
く
の
国
の
受
領
に
任
じ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
道
長
の
家
司
で

あ
り
、
三
条
朝
に
お
い
て
も
ぞ
う
し
た
こ
と
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
が
道
長
の
意
向
に
よ
り
受
領
と
な
っ
た
こ
と
は
再
任
ま
で
の
期
間
の
短
さ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
公
則
は
初
任
だ
が
、
他
は
皆

旧
吏
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
今
回
の
再
任
ま
で
の
年
限
を
調
べ
る
と
、
藤
原
保
昌
は
三
年
、
藤
原
佐
光
は
四
年
、
藤
原
惟
憲
は
三
年
、
橘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

為
義
は
二
年
、
皆
済
政
は
二
年
と
な
る
。
当
時
受
領
任
官
希
望
者
は
非
常
に
多
く
、
「
受
領
者
一
生
一
度
筆
生
栄
也
」
と
い
わ
れ
、
任
期

伊
予
守
藤
原
為
任
－
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
1

八
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

中
の
成
績
に
も
よ
る
が
、
旧
事
が
再
任
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
寛
仁
四
年
（
｝
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

二
〇
）
の
大
江
時
棟
の
「
請
下
心
蒙
二
天
恩
［
碧
南
安
房
特
任
中
勘
畢
公
文
功
一
拝
口
任
丹
後
上
野
出
羽
国
守
警
醒
状
」
に
は
「
而
熱
雲
甲
介
二
二

功
一
、
既
及
二
五
年
一
」
と
あ
り
、
旧
吏
の
な
か
で
最
も
成
績
優
秀
と
さ
れ
た
「
任
中
」
で
も
再
任
ま
で
に
五
年
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
藤
原
保
昌
以
下
の
五
人
が
い
ず
れ
も
短
期
間
で
再
任
さ
れ
て
い
る
の
は
異
例
で
あ
り
、
や
は
り
そ
こ
に
は
道
長
の

力
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
小
右
記
』
長
和
三
年
一
二
月
二
〇
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

（
前
略
）
又
昨
日
金
吾
云
、
主
上
被
・
仰
云
、
明
年
但
馬
左
大
臣
懇
切
嘉
酒
有
二
可
・
任
之
人
一
之
由
上
、
又
備
中
可
レ
任
二
皇
后
宮
五
心
人
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
敦
〕

但
可
・
奏
下
旧
吏
済
二
公
事
一
之
者
上
、
以
二
此
由
一
可
レ
申
二
彼
宮
｝
者
、
閑
廻
二
愚
慮
一
、
事
由
広
野
、
要
乱
切
人
々
御
得
分
於
、
延
喜
天
暦
御
宇
、

豊
有
・
如
レ
此
之
乎
。

　
こ
れ
は
、
道
長
か
ら
天
皇
に
対
し
て
翌
年
の
但
馬
と
備
中
の
受
領
人
事
に
つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
翌
年
任
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
た
但
馬
守
は
道
長
家
司
の
橘
為
義
、
備
中
守
は
敦
成
親
王
家
別
当
の
藤
原
知
光
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
天
皇
は
道
長
の
要
請
を
受
け

入
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
三
条
朝
に
お
い
て
道
長
主
導
に
よ
る
受
領
人
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
　
『
小
右
記
』
長
和
三
年
正
月
｝
七
日
条
と
同
二
月
七
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
一
七
日
、
甲
辰
、
除
目
云
々
、
太
汎
愛
、
世
間
弥
宝
、
野
面
二
蓮
府
一
、
可
レ
謂
・
棄
・
恥
（
後
略
）
。

七
日
、
癸
亥
、
含
将
軍
維
良
自
室
奥
州
参
上
、
所
・
五
二
左
府
零
物
、
馬
首
疋
拉
㍍
簿
置
型
聲
暴
妻
・
・
厚
禄
・
鷲
羽
・
砂
金
・

絹
・
綿
・
単
側
其
数
尤
多
、
為
・
占
卜
将
軍
音
符
一
、
随
二
身
数
万
物
一
頭
二
蓮
府
一
、
道
路
成
・
市
見
之
、
巨
万
云
々
、
件
維
良
離
塁
二
追
捕
官

符
｝
、
不
レ
経
・
幾
関
二
栄
爵
一
、
又
任
上
将
軍
一
、
財
貨
之
力
也
、
外
土
狼
戻
輩
弥
濫
立
二
財
宝
「
、
二
二
買
官
爵
「
三
岳
欺
、
悲
代
也
野
々
々
。

　
前
者
は
、
県
召
除
目
を
前
に
し
て
人
々
が
多
く
の
賄
物
を
道
長
の
所
に
運
ん
で
い
た
こ
と
を
非
難
し
た
も
の
だ
が
、
受
領
人
事
に
道
長



が
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
か
ら
は
鎮
守
府
将
軍
の
人
事
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三

　
三
条
朝
の
受
領
人
事
に
お
い
て
天
皇
と
道
長
が
ど
の
よ
う
な
権
力
関
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
と
も
に
＝
里
数
の
自
己

の
関
係
者
を
受
領
に
任
じ
て
お
り
、
受
領
人
事
で
は
ど
ち
ら
か
が
一
方
的
に
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
よ
う
に
思
う
。
同
様
の
こ
と
は
公
卿
そ
の
他
の
人
事
に
つ
い
て
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
長
和
二
年
六
月
、
三
条
天
皇
は
教
通
の
任
中
納
言
に
あ
わ
せ
て
「
久
重
二
宮
司
一
、
年
老
」
の
豊
平
を
権
中
納
言
に
す
る
こ
と
を
道
長
に

諮
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
道
長
は
「
中
納
言
七
人
例
所
レ
未
レ
聞
」
と
反
対
し
た
が
、
天
皇
は
な
お
懐
平
の
任
昼
中
納
言
に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
で
道
長
は
頼
通
も
権
大
納
言
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
天
皇
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。
天
皇
が
道
長
の
反
対
を
押
し
て
懐
平
を
権
中
納
言

に
任
じ
た
わ
け
だ
が
、
道
長
は
そ
の
日
の
日
記
に
「
今
日
有
二
面
目
一
」
と
記
し
て
お
り
、
道
長
に
と
っ
て
も
頼
通
の
任
権
大
納
言
は
大
き

な
成
果
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
長
和
三
年
二
月
、
・
内
大
臣
半
季
が
左
大
将
を
辞
す
替
わ
り
に
男
の
実
成
を
中
納
言
に
、
そ
し
て
頼
通
を
左
大
将
に
し
た
い
と
の
奏
聞
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
長
か
ら
あ
っ
た
が
、
天
皇
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
こ
の
人
事
は
道
長
が
准
摂
政
と
な
っ
た
直
後
の
除
目
で
よ
う
や
く
実
現
し
て
い
る
の

　
め
　で

、
そ
れ
ま
で
天
皇
は
拒
否
の
姿
勢
を
貫
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
長
和
三
年
一
二
月
二
六
日
、
新
円
が
天
台
座
主
に
補
任
さ
れ
た
。
道
長
は
慶
円
を
「
大
僧
正
慶
円
為
レ
吾
大
不
遜
者
也
、
如
二
粛
殺
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
反
対
し
、
院
源
を
任
ず
る
よ
う
「
懇
奏
」
し
た
。
し
か
し
、
天
皇
は
慶
円
を
指
名
し
、
道
長
も
そ
れ
に
従
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
道
長
主
導
の
人
事
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

伊
予
守
藤
原
為
任
…
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
一

九



九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
長
和
三
年
正
月
、
三
重
を
中
納
言
に
、
能
信
を
三
位
に
と
い
う
話
が
も
ち
あ
が
り
、
三
月
に
道
長
が
「
以
二
重
宗
一
可
・
単
二
中
納
言
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
「
懇
意
」
を
行
い
、
頼
宗
が
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
能
信
は
六
月
の
土
御
門
第
行
幸
時
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
人
事
に
つ
い
て
実
資
は
、
「
大
中
納
言
員
数
多
湿
、
二
又
加
任
言
外
事
也
」
、
「
不
レ
足
レ
言
、
又
不
レ
足
レ
言
、
乱
代
之
又
二
代
、
上
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

部
員
密
輸
・
無
二
涯
岸
こ
、
「
本
位
従
四
位
上
、
今
叙
二
従
三
位
一
、
越
階
也
、
左
大
臣
子
壷
二
越
階
一
、
未
レ
知
二
其
故
こ
と
非
難
を
加
え
て
い

る
。　

長
和
三
年
五
月
二
四
日
に
造
内
裏
定
が
行
わ
れ
た
。
道
長
は
頼
通
等
を
行
事
別
当
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
懐
育
も
そ
れ
を
望
ん

　
　
　
の
　

で
お
り
、
天
皇
も
懐
平
を
支
持
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
道
長
の
申
し
入
れ
に
よ
り
、
当
日
別
当
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
教
書
・
穴
冠
・
公

信
の
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
実
資
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
（
前
略
）
日
来
以
二
右
衛
門
督
懐
一
「
可
二
別
当
乏
由
、
主
上
頻
有
御
事
「
云
々
、
而
忽
依
二
相
風
鳥
「
、
被
・
定
こ
他
人
「
、
軽
々
日
倍
、

満
座
側
・
目
、
蒙
二
重
言
｝
迎
人
、
還
為
二
催
折
之
謀
一
、
抑
造
宮
者
天
下
重
事
、
豊
如
・
此
之
、
而
抽
二
撰
年
少
之
卿
相
三
人
一
被
・
定
二
件
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
一
、
極
不
レ
便
事
也
、
知
二
物
意
一
之
人
々
、
或
以
耳
語
、
或
王
立
歎
、
天
下
翻
字
、
於
・
今
何
為
、
大
悲
宮
代
（
後
略
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
受
領
以
外
で
も
天
皇
と
道
長
は
↓
定
度
は
自
己
の
意
図
通
り
の
人
事
を
行
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
圧
倒
的
に
力

を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
三
条
朝
に
お
け
る
天
皇
と
道
長
の
政
治
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
三
条
天
皇
は
為
重
の
伊
予
守
任
官
を
は
じ
め

と
し
て
自
己
の
関
係
者
を
何
人
も
受
領
に
任
じ
て
お
り
、
受
領
人
事
に
お
い
て
は
一
定
度
の
権
力
行
使
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
君
〕

つ
た
と
い
え
よ
う
。
『
小
右
記
』
に
は
、
「
弥
知
二
王
埋
土
遅
足
強
一
」
、
「
至
悪
臣
強
襲
間
、
似
・
無
二
朝
威
一
」
、
「
強
磁
二
叡
慮
一
、
王
化
雷
管

　
　
　
　
　
　
　
〔
弛
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

欺
、
詳
明
歎
息
、
施
張
ロ
バ
懸
二
執
・
権
臣
之
心
一
（
中
略
）
、
万
人
背
レ
善
従
レ
悪
、
侮
レ
主
敬
レ
臣
」
な
ど
、
天
皇
の
無
力
さ
を
嘆
く
記
述
が

目
立
つ
が
、
こ
れ
は
記
主
訴
資
が
三
条
天
皇
に
近
く
、
道
長
の
政
治
の
進
あ
方
に
批
判
的
で
あ
っ
た
故
で
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
条
朝
に
お
い
て
は
、
天
皇
と
道
長
は
と
も
に
他
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
に
両
者

は
厳
し
い
対
立
を
続
け
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
拙
稿
「
摂
関
期
の
受
領
考
課
制
度
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
中
世
」
、
無
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
。
以
下
、
前
稿
と
い
う
場
合
に
は

　
い
ず
れ
も
こ
の
論
文
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
2
）
　
『
小
右
記
」
長
和
元
年
四
月
二
七
日
条
。
こ
の
他
、
同
四
月
一
六
日
条
に
は
、
三
条
天
皇
が
「
左
大
臣
為
レ
我
無
礼
尤
甚
、
此
一
両
日
寝
食
不
レ
例
、

　
頗
有
二
愁
思
「
、
必
被
二
天
責
一
欺
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。

（
3
）
三
条
朝
に
お
け
る
天
皇
と
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
北
山
茂
夫
『
藤
原
道
長
』
（
岩
波
書
店
、
　
　
九
七
〇
年
）
、
山
中
裕

　
「
藤
原
道
長
』
（
教
育
社
、
一
九
八
八
年
）
、
加
納
重
文
「
三
条
天
皇
」
（
『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
七
輯
、
風
間
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
、
元
木
泰
雄

　
「
三
条
朝
の
藤
原
道
長
」
（
同
『
院
政
期
政
治
史
碩
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
、
初
出
は
一
九
九
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
　
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
七
日
条
。

（
5
）
　
『
小
右
記
』
長
和
三
年
一
一
月
二
八
日
条
。

（
6
）
表
の
作
成
及
び
以
下
に
お
け
る
受
領
の
氏
名
、
任
国
、
任
期
な
ど
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
崎
康
充
「
国
司
補
任
」
第
四
（
続
群
書
類
従
完
成

　
　
伊
予
守
藤
原
為
任
－
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



九
四

　
会
、
「
九
九
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
7
）
一
条
・
三
条
朝
の
蔵
人
の
氏
名
、
任
期
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
川
久
『
蔵
人
補
任
」
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）
　
『
小
右
記
』
長
元
元
年
九
月
二
八
日
条
。

（
9
）
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
。

（
1
0
）
　
『
尊
卑
分
脈
」
。

（
1
1
）
　
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
正
月
一
五
日
条
。

（
1
2
）
　
『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
一
九
日
条
。

（
1
3
）
　
「
尊
卑
分
脈
』
。

（
1
4
）
　
『
権
記
』
正
暦
四
年
正
月
九
日
条
。

（
1
5
）
こ
の
他
、
三
条
天
皇
の
関
係
者
と
し
て
は
源
頼
光
（
美
濃
）
と
大
江
景
理
（
備
前
）
が
い
る
。
源
頼
光
は
、
三
条
天
皇
の
坊
官
で
（
『
権
記
』
長
保

　
二
年
二
月
三
日
条
、
同
寛
弘
八
年
四
月
一
八
日
条
）
、
三
条
朝
に
内
蔵
頭
を
つ
と
あ
（
『
小
右
記
』
長
和
四
年
閏
六
月
一
二
日
条
）
、
後
に
は
三
条
戸
別

　
当
に
な
っ
て
い
る
（
『
小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
二
九
日
条
）
。
ま
た
、
大
江
早
筆
は
、
三
条
天
皇
の
坊
官
で
（
『
戸
当
』
長
保
二
年
一
二
月
二
日
条
）
、

　
三
条
天
皇
即
位
後
は
蔵
人
、
内
蔵
権
頭
に
な
っ
て
い
る
（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
二
月
｝
六
日
条
）
。
し
か
し
そ
の
｝
方
で
、
源
頼
光
は
「
相
二
親

　
左
府
一
之
人
々
」
と
い
わ
れ
（
『
小
右
記
』
長
和
元
年
六
月
二
九
日
条
）
、
道
長
の
新
造
土
御
門
第
の
調
度
品
一
切
を
献
上
す
る
な
ど
（
『
小
右
記
』
寛

　
仁
二
年
六
月
二
〇
日
条
）
、
道
長
に
多
大
の
奉
仕
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
大
江
景
理
も
道
長
の
土
御
門
第
の
火
事
見
舞
い
に
駆

　
け
付
け
（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
八
月
八
日
条
）
、
道
長
第
法
華
珊
講
に
布
施
鐙
骨
を
献
じ
（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
五
月
二
五
日
条
）
、
ま

　
た
敦
明
親
王
の
豊
里
を
忌
避
す
る
な
ど
（
『
小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
二
六
日
条
）
、
道
長
に
も
近
い
立
場
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
源
頼

　
光
と
大
江
景
理
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
三
条
天
皇
主
導
の
受
領
人
事
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



（
1
6
）
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
『
蔵
人
補
任
』
『
国
司
補
任
」
第
四
を
参
照
し
た
。
な
お
、
蔵
人
を
辞
め
た
年
が
不
明
の
者
は
、
蔵
人
と
し
て
最
後
に

　
み
え
る
年
か
ら
の
年
数
。

（
1
7
）
橘
則
隆
は
、
敦
成
親
王
家
司
別
当
（
『
御
産
部
類
記
」
）
、
同
東
宮
大
進
（
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
八
月
一
↓
日
条
）
、
中
宮
（
弾
子
）
亮
（
『
小
右
記
』

　
寛
仁
二
年
一
〇
月
一
六
日
条
）
を
つ
と
め
、
ま
た
『
権
記
』
長
保
四
年
七
月
一
九
日
条
に
は
道
長
の
使
者
と
み
え
、
道
長
の
側
近
で
あ
っ
た
。
藤
原

　
惟
任
は
一
条
院
判
官
代
。
ま
た
、
彰
子
の
乳
母
子
で
（
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
六
、
　
『
尊
卑
分
脈
」
）
、
上
東
門
院
判
官
代
（
『
左
経
記
』
長
元
四
年
正

　
月
＝
日
条
）
。
藤
原
登
任
は
、
『
御
堂
関
白
記
」
寛
弘
八
年
二
月
↓
○
日
条
に
東
宮
殿
上
と
み
え
、
六
位
蔵
人
を
経
て
、
三
条
院
判
官
代
と
な
る
。

　
後
に
は
教
通
の
家
司
に
な
る
（
『
扶
桑
略
記
」
長
久
二
年
一
二
月
一
九
日
条
）
。
ま
た
、
『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
六
に
は
、
登
任
は
東
宮
（
敦
良
親
王
）

　
亮
で
、
そ
の
妻
典
侍
は
三
条
中
宮
研
子
の
乳
母
と
あ
る
。
藤
原
蓄
髪
は
元
東
宮
蔵
人
で
、
三
条
院
判
官
代
の
時
に
主
導
守
と
な
っ
た
の
は
「
三
条
院

　
御
事
」
に
よ
る
と
あ
る
（
「
公
卿
補
任
」
）
。
ま
た
、
敦
成
親
王
家
侍
者
（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
一
〇
月
一
七
日
条
）
、
東
宮
（
串
良
親
王
）
大
進

　
（
「
公
卿
補
任
』
）
と
み
え
、
頼
通
家
司
（
別
表
）
で
も
あ
っ
た
。
高
階
業
敏
の
父
業
遠
は
東
宮
（
居
貞
親
王
）
権
亮
（
『
権
記
』
寛
弘
七
年
四
月
一
〇

　
日
工
）
。
業
敏
が
三
条
天
皇
の
蔵
人
に
な
っ
た
の
は
こ
う
し
た
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
業
遠
は
「
相
二
親
左
府
一
月
人
々
」
（
『
小
右
記
」
長
和
元

　
年
六
月
二
九
日
条
）
「
大
殿
無
双
者
」
（
『
小
右
記
」
寛
仁
二
年
一
二
月
七
日
条
）
と
い
わ
れ
、
道
長
の
側
近
で
も
あ
っ
た
。
業
敏
も
頼
通
家
司
と
な
つ

　
て
い
る
。
業
敏
は
肥
前
守
任
官
の
直
後
に
長
門
守
に
遷
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
小
右
記
」
長
和
五
年
四
月
二
八
日
条
に
は
「
正
月
除
目
業
敏

　
任
二
肥
前
一
、
而
以
二
業
敏
一
被
レ
任
二
長
門
一
、
空
耳
任
意
一
、
如
何
」
と
あ
り
、
道
長
の
恣
意
的
な
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
1
8
）
な
お
、
当
時
は
受
領
の
収
入
が
国
に
よ
り
大
き
く
違
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
任
国
に
は
そ
の
前
後
に
五
経
頼
、
藤
原
章
信
、
藤
原
能
通
、
藤
原
惟

　
憲
、
藤
原
庶
政
、
藤
原
隆
佐
、
藤
原
資
頼
な
ど
、
道
長
の
家
司
や
道
長
に
近
い
立
場
の
者
が
数
多
く
受
領
に
な
っ
て
お
り
、
後
述
す
る
道
長
の
家
司

　
受
領
の
任
国
と
さ
ほ
ど
違
い
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
1
9
）
　
『
小
右
記
』
長
和
三
年
二
月
一
六
日
条
。

伊
予
守
藤
原
為
任
－
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
一

九
五



九
六

（
2
0
）
道
長
及
び
頼
通
の
家
司
に
つ
い
て
は
別
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
別
表
は
、
佐
藤
堅
｝
「
封
建
的
主
従
制
の
源
流
に
関
す
る
一
試
論
」
（
『
初
期

　
封
建
制
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
、
柴
田
房
子
「
家
司
受
領
」
（
『
史
窓
』
二
八
、
一
九
七
〇
年
）
、
玉
井
力
「
道
長
時
代
の
蔵
人
に
関

　
す
る
覚
書
」
（
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
、
及
び
当
該
期
の
諸
史
料
な
ど
に
よ
り
作
成
し
た
。

A　　　A　　　A　　　A　／－s
35　34　33　32　3！
Vl　V　　　V　　　V　　　V

x－x　A　A　t－x　t－N　A　A　A　A　A30　29　28　27　26　25　24　23　22　21
V　　　　V　　　　V　　　　W　VI　V　　　　V　　　　V　　　　V　　　　V

『
本
朝
文
粋
』
巻
六
（
天
延
二
年
一
二
月
一
七
日
申
文
）
。

『
本
朝
続
文
粋
』
巻
六
（
寛
仁
四
年
正
月
一
五
日
申
文
）
。
な
お
、
大
江
時
棟
は
こ
の
年
の
九
月
に
出
羽
守
に
な
っ
て
い
る
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
一
〇
月
一
七
日
夕
。
な
お
、
知
光
は
三
条
天
皇
の
東
宮
大
進
で
も
あ
っ
た
（
『
御
堂
関
白
記
』
同
日
条
）
。

『
御
堂
関
白
記
」
長
和
二
年
六
月
二
三
日
条
。
な
お
、
『
小
右
記
』
同
日
条
に
は
、
　
「
大
納
言
五
人
例
一
切
不
聞
事
也
」
と
あ
る
。

『
小
右
記
」
長
和
三
年
二
月
二
三
日
条
。

『
御
堂
関
白
記
』
長
和
四
年
｝
○
月
二
七
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
一
一
月
六
日
条
。

『
小
右
記
」
長
和
三
年
一
二
月
二
六
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
正
月
一
七
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
三
月
二
五
日
条
、
同
二
八
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
五
月
一
六
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
正
月
一
七
日
条
、
同
三
月
二
五
日
条
、
同
五
月
一
六
日
条
。

「
小
右
記
』
長
和
三
年
二
月
一
八
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
五
月
二
四
日
条
。

『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
八
日
条
、
同
元
年
八
月
七
日
条
、
同
三
年
一
一
月
二
一
日
条
。



別
表
　
道
長
・
頼
通
家
司
表

　
①
道
長

氏
　
名

藤藤藤多語源良藤藤凡藤菅橘藤
原原原米　　答原原　原原　原
師資佐国高高行広公吉季為為惟
同罪光平下拙政四則光一職義憲

家
政
職
員
（
典
拠
）

家
司
（
『
御
堂
』
長
和
2
・
9
・
1
6
）

家
司
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
9
・
2
0
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
仁
2
・
2
・
3
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
弘
5
・
1
0
・
1
6
）

出
納
（
『
小
右
記
』
長
和
1
・
6
・
2
9
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
仁
2
・
2
・
3
）

家
司
（
『
小
右
記
」
万
寿
4
・
1
2
・
1
4
）

家
令
（
『
小
右
記
』
寛
仁
2
・
1
0
・
2
2
）

家
司
ヵ
（
『
御
堂
』
寛
弘
6
・
8
・
2
8
）

従
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
7
・
1
5
）

家
司
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
9
・
2
0
）

地
子
所
家
司
（
『
御
堂
』
長
和
！
・
2
・
5
）

家
司
（
『
御
堂
」
長
和
4
・
9
・
2
0
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
仁
2
・
2
・
3
）

多
治
比
守
旧

藤菅秦藤藤源藤平
原原　原原　原
能典貞知泰済済重秀
通雅澄四通政家義俊

甘
南
備
保
全

平但藤藤藤
　波原原原
理奉方輔保
義親正公昌

家
司
（
『
小
右
記
』
長
和
5
・
6
・
2
）

厩
別
当
（
『
御
堂
』
寛
弘
1
・
3
・
2
2
）

家
司
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
9
・
2
0
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
仁
2
・
1
0
・
2
2
）

家
司
ヵ
（
「
小
右
記
』
万
寿
2
・
9
・
7
）

家
司
（
「
御
堂
』
寛
仁
2
・
1
0
・
2
2
）

家
司
（
『
小
右
記
」
長
和
1
・
5
・
2
4
）

知
家
事
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
7
・
1
5
）

家
司
（
『
御
堂
』
長
和
4
・
9
・
2
0
）

家
司
ヵ
（
『
小
右
記
』
万
寿
2
・
2
・
2
！
）

家
司
（
「
御
堂
』
長
和
4
・
9
・
2
0
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
弘
8
・
8
・
1
1
）

随
身
所
別
当
（
『
御
堂
』
寛
弘
1
・
3
・
2
2
）

家
司
（
『
御
堂
』
寛
仁
2
・
1
0
・
2
2
）

家
司
ヵ
（
『
御
堂
』
寛
弘
7
・
1
1
・
2
8
）

家
司
ヵ
（
『
小
右
記
』
治
安
3
・
1
1
・
1
0
）

伊
予
守
藤
原
為
業
－
三
条
天
皇
・
藤
原
道
長
と
受
領
1

九
七



②
頼
通

氏
　
名

藤大中　 丁丁藤高丁丁橘
原江原　 原原原階　

原

実時師師資行公業義為為
綱棟任経良房業敏通長仲

家
政
職
員
（
典
拠
）

職
事
（
『
康
平
記
』
5
・
1
・
1
0
）

下
家
司
（
『
栄
花
物
語
』
二
割
3
0
）

職
事
（
『
定
家
朝
臣
記
』
天
喜
4
・
2
・
2
2
）

家
司
（
『
春
記
』
永
承
3
。
3
。
3
）

侍
所
職
事
（
『
小
右
記
』
寛
仁
4
・
1
0
・
7
）

職
事
（
『
康
平
記
』
康
平
5
・
8
・
2
9
）

家
司
（
『
康
平
記
』
康
平
5
・
8
・
2
9
）

家
司
（
『
康
平
記
』
4
・
1
2
・
2
7
）

家
司
（
『
地
下
家
伝
』
）

家
司
ヵ
（
『
古
事
談
」
巻
6
－
3
7
）

家
司
（
『
康
平
記
』
康
平
5
・
8
・
2
9
）

九
八

藤丁丁源藤平藤平丁丁御藤藤
原原長原原宗原野原原
良隆利頼邦範範定忠知信庶俊
綱佐　 家恒国永家方章光政経

職
事
（
『
康
平
記
』
康
平
5
・
8
・
2
9
）

上
家
司
（
『
栄
花
物
語
』
三
嘆
3
0
）

案
主
（
『
範
国
記
』
永
承
3
・
1
0
・
1
1
）

家
司
（
『
十
訓
抄
』
第
1
）

家
司
（
『
春
記
』
永
承
3
・
3
・
3
）

家
司
（
『
康
平
記
』
5
・
8
・
2
9
）

家
司
（
『
定
家
朝
臣
記
』
天
喜
4
・
2
・
2
2
）

家
司
ヵ
（
『
古
事
談
』
巻
6
1
3
7
）

家
司
（
『
春
記
』
永
承
3
・
3
・
3
）

職
事
（
『
康
平
記
』
5
・
1
・
1
0
）

知
家
事
（
『
範
国
記
』
永
承
3
・
1
0
・
1
1
）

家
司
（
『
康
平
記
』
康
平
3
・
1
1
・
2
6
）

職
事
（
『
康
平
記
』
康
平
5
・
8
・
2
9
）


